
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  少額減価償却資産の取扱い                 

Ｑ：少額の減価償却資産は、どのように取

り扱われますか？                                     

                                              

Ａ：10万円未満、20万円未満、30万円未満

で取扱いが違います。また、中小企業等だけ

に認められているものもあります。 

【解説】  

少額減価償却資産を取得し、事業の用に供

した場合は、次のように取り扱われます。 

①  取得価額が10万円未満の減価償却資産 

取得価額が10万円未満又は使用可能期間

が１年未満である減価償却資産を事業の

用に供した場合において、その取得価額相

当額を事業の用に供した事業年度で損金

経理したときは、その全額が損金の額に算

入されます。 

②  取得価額が20万円未満の減価償却資産 

取得価額が20万円未満の減価償却資産に

ついて、一括償却を選定したときは、損金

経理をした金額のうち次の損金算入限度

額に達するまでの金額について損金の額

に算入されます。 

一括償却対象額×当期の月数÷36 

③  取得価額が30万円未満の減価償却資産 

中小企業者等が、取得価額10万円以上30万

円未満の減価償却資産を取得して、事業の

用に供した場合には、その事業の用に供し

た事業年度において損金経理をした金額の

うち年300万円までの金額について損金に

算入することができます。 
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